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中 国 の 流 通 改 革
一 地方分権化 と流通企業の改革を中心に
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1序 論

集権的計画経済体制の行ぎ詰まりを背景 に,1978年12月 に開催された共産党

第11期3中 全会では,「大胆に権限を下放し,地 方と企業1によ り多 くの経営管

理の自主権を持たせる」 とい う経滑改革の方針が決められ,こ の方針に沿 って

分権化改革とともに市場が導入された。分権化改革は地方分権 と企業改革を2

本の柱 として進められたが,当 時の中国には市場で活動するためのノウハウを

持つ経済主体が多くは存在せず,中 央政府から多 くの権限を委譲された地方政

府が物資の流通や企業の経営にも積極的に介入 した。市場の導入についても,

「効率的な流通を実現す るためには各経済主体が取引の相手や条件を自由に選

択できることが重要である」 との観点か ら多数の取引所が開設されたが,そ こ

にも政府が介入したために,自 由な価格設定が必ず しも行われてはいなかった。

また,実 際の取引価格が消費者と小売業者の個別的な協議によって決まるため,.

価格情報が公的情報として伝達されず,そ れゆえ小売市場の価格メカニズムが

有効に機能 していないという問題 も生じていう。さらに,偽 ブランドの横行か

らも分かるように,中 国の市場では取引規範が必ず しも確立されておらず,市

場を介 して取引することの費用が高 くなっている。

中国の経済改革の成否は市場が機能するか否かに依存 しており,そ のために

は効率的な流通システムの構築が不同∫欠である。本稿では,中 国の流通改革の
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プ ロセ ス を概 観 した..ヒで,そ こで の 問 題 点 を検 討 す る、,実際 少 な くと$,1990

年代 初 頭 まで は,独 立 した経 済 主 体 問 の 分 権 的 な調 整 の場 と して の市 場 は円 滑

に機 能 して は い なか った 。 以 下 の 構 成 は 次 の とお りで あ る。 まず 炎 節 で は..集

権 的計 画経 済体 制 の も とで の 流 通 シ ステ ム とそ の 問題 点 を論 じた 上 で,市 場 尊

人 の 効 果 につ い て説 明 す る 、またIll節 で は,分 権 化 改 革 の2本 の柱 で あ る地

方 分 権 と国有 企 業 改 革 に つ い て 概 述 す る:㌧ 財政 請.負制 の も とで 地 域 産業 の振

興 を図 る地 方政 府 は,生 産 企 業 を保 護 す る.1;めに,流 通 企 業 を バ ッフ ァー と し

て利 用 した 。:第N節 で は,こ ¢)ことが 流 通 分野 に お け る 国有 企 業 改.革と民 営.企

業 の育 成 に いか な る影 響 を 及ぼ した か を 明 らか に す る.さ ら に 第V節 で は,地

方 政府 に よる物 資 の引 き留 め や 地 区 封 鎖 な ど,地 方 主義 に 起 因す る流 通 シス テ

ムの諸 問題 につ いて 検 討 す る。 最.後にVI節 『己 ま,流.通 改 革 を進 め る ヒで 考慮 す

べ き点 を指 摘 す るL,

11市 場 の 導 入

この節 で は,集 権 的 計 画経 済体 制 の も とで の流 腫 シ λテ ム とそ の 問 題点 を論

じた ヒで,市 場 が(部 分 的 に)導 入 さ れ た理 由 ヒそ つ効 果 につ い て概 述 す る。

1旧 体制下の流通 システム

1949年 の 建 国 か ら78年 の経 済改 革 に至 る まで の30年 の 間 に2回 の 分 権 化改 革

が 試 み られ て は い る が,中 国 で は計 画 に も とつ く集 権 的 管 理 シ ステ ム の も とで

重 工 業 優 先 の 経 済 運 営 が 行 わ れ て いた 。 国 防 の た め の 重 工 業 の.発展 とい う明確

な]的 を追 求 す るた め に は,希 少 な資 源 を重 王 業 部 門 に役 人 す る必 要が あ り,

これ を 実 行 す る 上 で 集権 的 な経 済 管 理 が 一 定 の 役 割 を果 た した こ とは否 め ない 。

そ こ.での経 済 管 理 の 中心 は生 産す る財.の品 質 や 数 量 を実 物 ベ ー スで 統 一的 に指

示 す る 「物 動計 画」 で あ り,そ の遂 行 にあ た って は 流通 部 門 が 中'ら・的 な役 割 を

D中 国経 済 に関す る多 く〔/じ論文で は,会 社制導 入以前の 「國 宥.:1刮営 企業.1と それ.」～大降の 「国

有企業」 とを区別 し.ているが,本 稿では 「国有企業 」で 統.す る。
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担 っ て い た。 物 動 計 画 が 決 定 さ れ る と,そ れ が 指 令 とな って 企 業 に伝 達 さ れ る。

各 企 業 は生 産 要 素 を給 付 され る と と もに,基 準 生 産 量(ノ ルマ)の 達 成 を義 務

づ け られ て い た。 これ が さ らに 末端 に ま で 及 んで,個 々の 労働 者 に も ノ ルマが

課 せ られ た。 こ の よ う に,政 府 は 国 民経 済 の重 要 な部 分 を国 有 企 業 に集 中す る

と と もに,物 資 の配 給 か ら生 産,さ らに は生 産物 の流 通 に至 るす べ て の プ ロセ

ス.を統 制 した 。

重 工 業優 先 の経 済 計 画 の もとで は消 費 財 が慢 性 的 に不 足 し,物 価 の上 昇 を は

じめ とす る経 済 的混 乱 を引 き起 こす 。 この種 の混 乱 を 回避 す る た め に,政 府 は

消 費 財 の 流 通 に も介 入 した。 消 費 財 は国 民 生 活 へ の影 響 度 に よ って3種 類 に分

け られ,別 々 の ル ー トで流 通 してい た。 例 え ば,穀 物.食 油,綿 花,ガ ソ リ ン,

石 炭,.塩 な ど の 重 要 な 財 は,「 一 類 商 品 」 と して 「商 業 部 」 や 「食 糧 部 」 に

よ って 管 理 さ れ て い た。 ま た 肉,卵,毛 皮,麻,化 学 肥料,ミ シ ンや 自転 車 な

どの 比 較 的重 要 な もの は,「 二類 商 品 」 と して 国 務 院 か ら委 任 さ れ た そ れ ぞ れ

の 「主 管 部 門 」 が 管理 した 。 そ れ以 外 の 「三 類 商 品 」 は,地 方 政府 に よ って管

理 され て い た 。

消 費 財 の 流 通 は 卸 を 中心 と して お り,生 産 と小 売 の 問 に は,一 ・,二,三 級 の

卸 が 介 在 し,各 々,商 業 部 に所 属 す る専 業 公 司,省,市 ・県 の 管理 の も とで 商

品 の 買 い 付 け と小 売 業者 へ の配 給 を担 当 した 。 これ らの 卸 は,取 り扱 う商 品 の

種 類 や 価 格 さ らに は供 給 す る地 域 や 取 引 相 手 を 自由 に決 め る こ とが で きず,そ

れ ら.は ヒ級 の 管 理 部 門 に よ っ.て決 め られ てい た 。 この よ う に,集 権 的計 画経 済

体 制 の もとで は 国 が す べ て の財 の価 格 や 生 産 量 を決 定 し,そ の 生 産 を ノル マ と

して 課 して い た た め,生 産 企 業 は与 え られ た ノ ルマ を 実行 す るの み で あ った。

実 際 技 術 的 ノ ウハ ウ を蓄 積 して生 産 効 率 を向 上 させ て も,そ の こ とが 計 画 当

局 に知 られ れ ば ノル マ を増 加 させ られ るか も知 れ ず,そ の た め 生産 工 程 を改 善

す る努 力 は ほ とん ど払 われ なか った し 改 善 を行 った 場合 で も,そ の こ とを 計

画 当 局 に 伝 え る誘 因 は無 か っ た。

生 産 と消 費 の 間 の さ ま ざ ま な懸 隔 は,流 通 業 者 の活 動 に よ って架 橋 され るが,
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彼らの活動もまた国の計画によって決められていた、,卸売マージン率は管理部

門によって固定されており,.卸の粗利益 は彼 らの取扱い量のみに依存 していた。

そのため,流 通業者が追加的なサービスを提供 しても彼 らの利益 とはならず,

この種のサービ.スを提供 しようとする誘因は乏しか った。また,彼 らが消費情

報を収集して生産部門へ伝達 しても,必 要な商品が回ってくるわけではなく,

情報の伝達はおろか,そ の収集さえもあまり行われなか った。

この状況では,計 画当局が計画の策定に必要な情報を収集せざるを得ない。

確かに,重 工業を中心 とする計画の場合には,必 要な情報 もそれほど多 くはな

かったかも知れない。また,モ ノ不足の状態が続いた民生品の分野で も,計 画

の策定に際して消費情報はあまり重要ではなか った.可能性 もある。 しか しなが.

ら,1970年 代に.入り西側諸国との緊張が緩和されると,国 防のための重工業の

発展は明確な目標ではなくなり,そ の代わ りに豊かな国民生活のための消費財

の供給が経済計画の新たな目標になった。この状況で経済計画を策定するには,

消費動向についての詳細な情報が必要となるが,集 権的計画経済体制の もとで

は,計 画当局がこの種の情報を収集することは困難であった。詳細な消費情報

がなければ適切な生産計画を策定することは困難であるし,ま た長期にわたっ

て固定された計画のもとでは,需 要の変動に応 じて供給を調整することもでき

なかった。さらに,企 業が生産 した商品の販売を流通業者が拒否することがで

きず,計 画にもとつ く固定的な生産と変化する需要 ζの間の調整は行われな

かった。そのため,不 要な財が生産され続けたり,逆 に,一 部の商品では慢性

的な品不足が生 じるなど,.生産と消費の食い違いが発生 した。この状況で,.各

経済主体に情報収集への誘因を与えるために,分 権化 とともに,市 場の導入が

試みられたのである。ここで 「市場」 とは,各 々の経済主体が自ら収集した情

報を利益に転換するための活動の場である。そして,価 値ある情報を収集して

適切な活動を行えば利益 を得 るし,努 力を怠れば損失を被るというように,

各々の経.済主体は努力を払おうとする誘因を持つのである。
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2市 場の導入

改 革以 降,市 場 の 導 入 が提 唱 され た が,.当 時 の 中 国 に は 市 場 で 活動 す る た め

の ノ ウハ ウを持 つ 主 体 が 多 くは お らず,計 画 と市 場 が 併 存 す る 「双軌 制 」 を採

用 せ ざ る を得 なか った 。 そ の 意味 で 中 国 の経 済 改 革 は,集 権 的 計 画経 済 体 制 を

一挙 に変 え よ う とす る もの で は な く,市 場 を部 分 的.に導 入 す る とい う漸 進 的 な

もの で あ った。 ま た 旧体 制 下 で は,重:L業 部 門 の発 展 を促 す た め にエ ネル ギ ー

や原 材 料 さ らに は食 糧 の価 格 が低 く設 定 さ れ て い た反 面,.加 工 業 の製 品 価 格 は

高 く設 定 さ れ て い た。 この よ う な価 格 を需 給 を 反映 す る市 場 価 格 へ と調 整 す る

た め に も,計 画 の も とで 価 格 を管 理 す る必 要 が あ った。

双 軌 制 の も とで は,計 画(ノ ルヤ)に 相 当 す る部分 は公 定 価 格 で,ま た それ

を上 回 る部 分 は 市場(調 節)価 格 で 取 引 され た 。 以 下 で は,こ の よ うな生 産 物 の

二 重 価 格 制 につ い て,食 糧 な どの農 産 物 を例 に と って 説 明す る。

集 権 的 計 画 経 済 体 制 の も とで は,農 産 物 の 「統 一 買付 価 格 」 は低 く設 定 され

て い た。1978年 の 第11期3中 全 会 以 降,経 済 改 革 の丁 環 と して,ノ ルマ を超 え

る農 産物 の市 場 取 引 が 認 め られ,翌 年 の夏 か らは,農 民 の労 働 意 欲 を高 め るた

め に,政 府 は ノ ル マ に相 当 す る部 分 の統 一買 付 価 格 を20%引 き上 げ る と同 時 に,

ノル マ を超 え る部 分 につ い て は統一.・買付 価 格 よ り50%程 度 高 い 「超 過 買付 価 格

(市場 調 節価 格)」 を設 定 した 。 そ の 結 果,同 種 の農 産 物 に たい して統 一 買付 価

格 と超 過 買付 価 格 が併 存 す る とい う 「二 重価 格 」 が生 じた ので あ る。

この よ うな(部 分 的 な)市 場 導 入 の効 果 は,次 の よ うに理 解 す る こ とが で き

る。 い ま,1つ の 生 産 単 位 を想 定 し,そ の 限 界 費 用 線 が 第1図 のMCで 与 え

られ る と しよ う。 ま た,計 画 の も とで 政 府 が 設 定 した 生 産 ノル マ を 瓦.農 産

物 の統 一.買付 価 格 をGと す る。 この 状 況 で;仮 に ノ ル マ の 達 成 が 強 制 され な

い な らば2},利 潤(ま た は 農民 あ た りの 利 得)の 最 大 化 を 目的 とす る各 々 の生

産 単 位 は㊧,限 界 収.入(=統 一 買 付 価 格)と 限界 費 用MCと が 一 致 す る点A

2)農 業生産は天候から大きな影響を受けるなど不確実である..そのため./ル マを達成で きなけ

れば厳 しいペナルティが科せられるというものではなかッた0

3〕 社会主義経済における企業の目的は必ず しも利潤の最大化ではなく,労働者1人 あたり所得/
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第1図 市場導入の効果

ル「c

o 数量
QNQ'

で生産量Qを 決定する。それゆえ,N>Qの 場合にはノルマは達成されない

ことになる。

ここで,ノ ルマを上回る農産物 を超過買付価格2で 販売で きるようになっ

たとしよう。この時,第1図 に示されるように,仮 に追加的な(N-Q)単 位

の生産物 を限界費用 よ りも低い価格Gで 販売することからの損失(三 角形

ABCの 面積)が,(Q+一1>)単 位の生産物 を限界費用よりも高い価格Pで 販

売することの利益(三 角形CDEの 面積)よ りも小さいならば,生 産単位は限

界収入(=超 過買付価格P)と.限 界費用MCが 一致する点Eで 生産量Q+を

決定する。逆の場合には,こ の生産単位は以前と同 じ量Qを 生産する。この

ように,超 過買付価格の導入は一部の生産.単位の生産量を増加させる効果を持

つのである。

このように,農 産物の二重仙格制は食糧の安定供給のための経済計画を維持

した上で,誘 因提供のための超過買付価格を導入 したために生 じたものである。

このことによって一部の生産単位は生産量を増加させるとともに,多 くの利益
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＼の最大化 であ るか も知 れな い。 この よ うな労働者 管理企業 の行 動に ついて は,Ward[1958],
BrOwning[】982],丁 臨omson[1R2]な どを参照 の こと。 しか しなが ら中国で は,企 業が労働 者

数を 自由に決めることがで きず,労 働者数を所 与とすれば 「労働者 あた り利得の最大化」 と 「利

潤最大化」 は同値 になる。
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を得 ることがで きだ}。 この際留意すべ きことは,ノ ルマを超える量が市場価

格で取引されるという状況では,仮 にすべての生産単位が.市場価格と限界費用

が一致する点で生産を行 うならば,社 会的限界便益 と社会的限界費用とが一致

するということである。 この時,生 産量は社会的な余剰.を最大にするという意

味で最適な水準 となる。その意味で,r重 価格制が適切に運営されるのであれ

ば,そ こでは市場 と同様の資源配分が実現されるのである。

III2つ の 分 権 化 改 革

ユ978年に開催された共産党の第11期3中 全会では,「現在の経済管理体制の

重大な欠点は権限の過度の集中である」という認識にもとづいて,「大胆に権

限を下放 し,国 家の統一計画の達成を前提に,地 方と企業により多くの経営管

理の自主権を持たせる」 と.いう方向で,「経済管理体制 と経営管理方法にたい

する真剣な改革に着手する」という.経済改革の方針が決められた。この方針に

沿って,中 央政府の権限が地方政府または企業へ と委譲されたのである。この

節では,分 権化改革の2本 の柱である地方分権 と国有(生 産)企 業の改革につ

いて概述する。

1地 方分権化改革

地方分権化改革では,中 央行政の簡素化のために,地 方への行政権限の委譲

とともに,大 型重点企業を除く国有企業の管理権が地方政府へ引き渡された。

各地方政府は,自 らの地域における経済運営上の多 くの権限を持つとともに,

当該地域の企業への物資や資金の調達 にも影響力を及ぼすようになった。この

ような地方分権の実効性を確保するために,か つての 「統収統支」の代わ りに

「地方財政請負制」が導入され,財 政管理権も地方政府に委ね られた。この制

度の もとでは,地 方の財政は自らの管理下にある企業の収益に大 きく依存する

4)統 一買付価 格や超過買付価格の引 き上 げ,ノ ルマの削 減,さ らには限界 費用 の低下 は1生 産 中

位の増産を促 す とともに,彼 らの利潤を増加させ る効果を持つ。
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第1表GDPに 占 め る税 収,予 算 内資 金,予 算 外 資 金

年. 税収 予算内資金 予算外資金 予算外資金/
予算内資金

1978 14.33 31.24 2.61 8.4

80 12.65 25.67 2.55 10.O

81 12.95 24.18 2.6〔} ユ0.7

82 13.22 22.90 2.77 12.1

83 13.07 23.03 2.28 12.0

84 13.21 22.91 2.76 15.9

85 22.77 28.02 3.09 13.8

86 20.49 23.98 3.31 15.9

87 17.89 21.53 3.37 18.3

88 1.6.01 18.78 3.27 30.7

89 16.13 19.3 3.28 20.8

90 15」21 18.96 3.44 24.3

91 13,83. 16.93 3.54 24.3

92 1238 14.75 3.67 28.O

93 12.29 13.74 4.14 33.9

94 10.96 11.94 3.98 35.7

95 10.33 11.23 4.12 38.6

96 10.18 ユ1.41 5.74 52.6

デ 一画タ出 所:楊 君 昌(主 観)[1999工138ペ ー ジ。

こ とに な る た め,地 方 政 府 は地 域 内 の 産 業 イ ン フ ラの整 備 と と もに
,企 業 の経

営 に も積 極 的 に取 り組 む こ とに な った。

権 限 の委 譲 に と もな い 地 方 政府 が コ ン トロ ー ルで き る資 金 は多 くな り,逆 に,

中央 政 府 が 管 理 す る資 金 は減 少 した。 第1表 は,1978年 以 降 の税 収 ,予 算 内資

金 お よ び予 算 外 資 金 のGDPに 占 め る割 合 を表 して い る。 こ こで 予 算 外 資 金 と

は,国 の 予算 とは別 に,地 方 政 府 や 主 管部 門 が 自 らの責 任 で 管 理 す る財 政 資 金

で あ り,そ のGDPに 占 め る比 率 は1978年 の2 .6%か ら96年 の5.7%ま で ほ ぼ 一

貫 し て上 昇 して い る こ とが 読 み とれ る。1992年 に お け る予 算 外 資 金 の うち ,

74.7%は 上 級 主 管部 門 に よ って管 理 され ,行 政 事 業 所 が23財,地 方 政 府 の 管理

す る割 合 は わ ず か2.3%で あ った が,現 実 に は,予 算 外 資 金 は地 方 政 府 に よ っ
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第2表.政 府収支 にお ける中央 収支 と地方収 支の割合(%)

政 府 収 入 政 府 支 出

年 中央収入 地方収入 中央支出 地方支出

1,984 40.5 59.5 52.5 47.5

85 38.4. 61.6 39.7 60.3

86 36.7 63.3 37.9 62.1

87 33.5 66.5 37.4 62.6

88 32.9 67.1 33.9 66.1

89 30.9 69.1 31.5 68.5

90 33.8 66.2 32.6 67.4

91 29.8 70.2 32.2 67.8

92 28.1 71.9 31.3 68.7

93 22.0 78.0 28.3 71.7

94 55.7 44.3 30.3 69.7

95 52.2 47.8 29.2 70.8

96 49.4 50.6 27.1 72.9

97 48.9 51ユ 27.4 72.6

注:収 入には国内外 債務収 入が含 まれていない。

デー ダ出所1「 中国統計年91999)275ペ ージよ り算出。

てコントロールされていた%

予算外資金が増加 したのは,企 業が上納すべき税金がここに流入したためで

ある。地域の企業収益が悪化 したために税収が減った場合,地 方政府はその一

部を中央政府から補填 してもらえた。そのため地方政府は,一 方では企業にた

いして(正 規の)税 金を減免 し,他 方では 「非規範収入」 といわれる別の名目

で企業から税金を徴収 したのである帥。

また第2表 は,中 央政府および地方政府の財政収入と支出の割合を表 してい

る。この表からも,1980年 代の後半,財 政請負制のもとで地方政府の比重が収

支両面で大きくなっていることが読み とれる。このことの背景には,収 益が悪

5)沈[19割107ペ ー ジを 参 煕 の こ と。

6)こ の よ うな ル ー トで 徴 収 され た チ算 外 資 金 は 五990年 代 に 入 る と急 増 し,地 方 予 算 内 収 入 の3割

程 度 を 占 め てい た.こ の点 につ い て は,楊[1999]246-247ペ ー ジお よび 沈[1999]IO2ペ ー ジを

参 照 の こ と,
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化 した 企 業 は国 税 の 減免 を 申請 したが,地 方 税 の減 免.はほ とん ど申請 しなか っ

た とい う事 情 が あ る。 とい うの は,仮 に地 方 税 の減 免 を 申請す れ ぼ,地 方 政 府

か ら ヒ ト ・モ ノ ・カ ネの 支援 を受 け る こ.とが で きな くな るか も知 れ な いか らで

あ る。 その こ と を怖 れ る企 業 が地 方税 の減 免 を 申請 しな い た め,1994年 に 「分

税 制 」 が 導 入 され た 後 も地方 政 府 の収 入 は増 加 して い るの で あ る。

流通機構の改革

分権化改革と一環として,流 通の分野で も行政柔革が試みられた。旧体制.ド

で肥大化した行政組織を統廃合して管理を簡素化するために,1982年 には商業

部,食 糧部と農村供錆合作総社の3つ の部門が合併 して1つ の商業部 となった。

また88年 には,生 産財の流通を管理する物資総局が物資部へと改編され,93年

にはそれが商業部と合併 して国内貿易部 となった。 と同時に,国 有流通企業に

ついても,84年 には,商 業部に属 していた一,二 級卸などの大型流通企業の管

理権が市をはじめとする地方政府に委譲された。このように,中 国の行政改革

は行政組織の合併と中央がら地方への委譲 という形で行われたため,92年 の流

通分野における行政組織数および職員数は,各 々,78年 の1.53倍 と1.40倍 とか

えって増加 している'1。この際,地 方政府は行政職員を他の職業に配置するこ

とができず,彼 らめ多くを地方の流通企業に配属 したため,国 有流通企業は過

剰な労働者を抱えることになった。

2国 有企業改革

市 場 経 済 の発 展 の た め には,企 業 の経 営 自主 権 を確 立 す る こ とが 不可 欠で あ

り,国 有 企 業 の民 営 化 や 民営 企 業 の育 成が 改 革 の重 要 課題 と して掲 げ られ た 。

中 国で の企 業 改 革 は利 潤 動機 を 肯 定す る こ とか ら始 ま った 。1979年 か ら,経 営

権 や 利 益 を企 業 に譲 る 「放権 譲利 」 が行 わ れ,企 業 の利 潤 留保 が 認 め られ た 。

これ に続 い て81年 か ら は,国 有 生 産企 業で 「経 済 責 任 制 」 が 導 入 され,一 定 の

7)「 中国統計年鑑19931589ぺ ・一ジよ吟算出した。
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利潤またはノルマの達成を条件に,そ れを上回る分については,そ の一部を

内部に留保することが制度 として認められた。また,従 業員にたい しても,

出来高賃金や超過生産報奨金など,多 様な報酬(誘 因)シ ステムが認められ

た。

また,1984年10月 の中国共産党第12期3「.1.1.全会では,「経済体制改革に関す

る中共中央の決定」が.発表され,「経済責任制の確立」 と 「(必要ではなく)労

働に応 じた分配」が改革の基本的方向として提案された。と同時に,小 型企業

の 「利潤請負制」が導入され,一 定の利潤ノルマを達成す ることを条件に.1玉1

有企業の経営を民間人へ委ねるという 「国有民営化」が試みられた。さらに87

年からは,人 中型企業でも経営効率化のために 「生産経営請負制」が尊人され,

88年 か らは,企 業グループの形成が試み られるとともに,こ のような企業グ

ループや大中型国有企業を対象とする 「株式制」の導入も試み られた。

その後,1992年7月 に国務院が出した 「全民所有制工業企業の経営メカニズ

ムの転換に関する条例」および93年 の 「社会主義市場経済システムを確立する

ヒでの若干の問題に関する中共中央の決定」によって,企 業自主権が大幅に拡

大された。そこでは共産党の指導と社会主義的公有制が前提 とされてはいるが,

「企業は国を含む出資者の投資からなる法人財産権を所有 し,そ の法人財産権

をもって合法的に自主経営し,自 己責任で損益を受け,国 の規定に従 って税金

を納め,出 資者にたい しては資産の維持または増殖の責任を果たす」 ものと規

定されている。

このように,中 国における分権化改革は地方政府への権限委譲と企業の自..1…

権確立という2本 のルー トで行われた。 しか しながら,.企業の自主権は政府が

意図したようには確立されなかった。確かに,企 業は生産および販売に関す る

意思決定権をある程度は持 ってはいたが,雇 用や人事,さ らには内部留保金の

使用については一部の権限しか持ってはおらず,資 産の処分や投資,さ らには

輸出入に関しては何の権限も持 っていないというのが実状であった。 このこと

は,1993年 に国務院が実施 した 「企業家アンケー ト調査」によっても知ること
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が で き る8)。こ の調 査 に よれ ば,経 営 者 が 主 管 部 門 に よ って 任 命 され て い た の

が92.2%,従 業 員 代 表 大 会 に よ って 選 出 さ れ た の が4.4%,そ の 他(投 票,入

札,取 締 役 の任 命)は わ ず か3.4%で あ った 。 また,名 目上 は企 業 自主 権 と し

て 認 め られ て い る 「雇 用 権」 や 「人事 管 珪 権 」 につ い て は,実 際 に経 営 責 任 者

が 掌 握 して い る と回 答 した 人 の割 合 は それ ぞれ43.5%と53.7%で あ.つた 。 さ ら

に,請 負 責 任 制 を実 施 した 国 有企 業 に お い て 「生 産 ・経 営 を市 場 に任 せ る」 と

答 え た 人 の割 合 は74,7%,「 市 長 に頼 る」 が0.4%,「 市 場 で 解 決 で きな け れ ば

市長に頼 る」が24.9%で あった。株式会社制を導入した大型企業においても事

情は大差なく,こ れ らの企業の株式の1/3な いしは1/2は 政府の資産管理局に

よって保有されていた6ま た91年 末の時点で,株 式会社は3220社(郷 鎮企業め

共同出資と外国との合弁1国 内の混合所有は含まない)で,そ の内,株 を・....一般

に公開しているのは89社で,全 体の2%に 過ぎなかった。これ.ら89社の株主構

成をみると,政 府が47%と 大 きな割合を占めていた%

この時期,企 業の自主権は名目上は確立されつつあったが,経 営責任者への

制約が多く,彼 らにたい して必ずしも適.切な誘因が提供されてはいなかった。

実際,請 負制のもとでの政府と企業経営者の問での権利 と責任の分担は曖昧で

あった し,株 式制のもとで も,一 般の株主は配当を受 けるのみで,経 営(議

決〉権を持 ってはいなかった。逆に,地 方政府や国の資産管理局は,大 量の保

有株式を背景に企業にたいして干渉を行った6そ の意味では,株 式会社制が政

府の企業への干渉を正当化 していたという面 も否めない。このように,当 初の

分権化改革は地方政府や産業主管企業部門への権限の委譲に留まってお り.企

業の自主的経営権の確立には至っていなかった。そのため,.過去の2回 の分権

化改革と同様に,地 方主義や部門主義の横行を招いたのである。

8)こ の5ケ ー.ト調査 は,全 曲5囎1・ の工業企業 を対象 として実施 され,2620{fか ら回答 を得て

いる。その内,国 有企業 は75%を 占めてい る。愛知学泉大学編.[1995]234237ペ ー ジおよび252

ペー ギを参照のこ と。

政府以外の株 †モぽ,他 の企 業法人29%.個 人14%,外 資9%で あ った。 この点につ いて は、石9)

原[1993]24ペ ー ジを参照 のこ と。
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IV流 通分野における国有企業改革と民営企業の育成

生産企業と同様,商 業部直属の流通企業の管理権も地方政府に引き渡され,

これらの企業の経営を改善するために,小 型企業の民営化や大型企業への会社

制の導.人など,「 連の改革策が打ち出された。と同時に,多 くの民営流通企業

が設 、ンニされ,政 府はそれへの対応 も迫られることになった。この節では,流 通

分野における国有企業改革と民営企業の育成について検討する。

1国 有流通企業の改革

1983年,国 務 院 は 国 有流 通企 業 に た いす る 「経 営 請 負 制 」 を導.久 し,小 型小

売 企 業 の 改 革(改,轄,租,包)が 始 ま っ た。 ま た84年 か ら は,「 経 営 請 負 制 」

の尊 人対 象 が 中型 小 売 企 業 や飲 食店 へ と拡 大 され てい る。92年 の時 点 で,改 革

を行 った 小 型 国 有 流 通 企 業 は59,587杜 あ るが,そ の 中で 民 営 企 業 へ の 転 換 を意

味 す る 「輻 」 を 行 った 企 業 数 は,外 資 合 弁 企 業 を除 け ば,わ ず か458社 の み で

あ ったゆ。 そ の意 味 で は,小 型 流 通 企 業 の民 営 化 は必 ず し も進展 して お らず,

多 くの企 業 は他 の 企 業 との 合併 や 名称 の 変更 を行 っ た だ けで 「国有 」 企 業 と し

て存 続 した 。87年 か らは,大 型企 業 に た いす る 会社 制 の導 入 も試 み られ,94年

まで にユO,7⑪O社の 有 限 会 社 とユ5,ユ00社の株 式 会社,総 計25,800社 で 会 社 制 が 導

入 さ れ た。 とはい え,こ れ らの企 業 で も政府 に所 有 され て い る株 の割合 が 大 き

く,会 社 制 を導 入 した とい って も,上 級 部 門 の統 制 を受 け る と い う意 味 で は依

然 と して 「国 有 国 営 」 で あ り,自 主 的 な経 営 権 を持 っ て い るわ けで は なか った 。

バ ッフ ァ ー と しての 流 通

この よ うに,少 な くと も1990年 代 の初 頭 ま で は.
、流 通 企 業 の改 革 は必 ず レ も

.ヒ手 くい って はい なか った 。 この こ との 背景 に は,生 産部 門 の 円滑 な運 営 の た

め に,政 府 が 流 通 分 野 で の 統 制 を必 要 と した こ とが あ る。 実 際,1980年 代 の 前

10)PP国 商業年鑑1993』 皿6ペ ージを参照のこと。



M(186)第168巻 第3号

半においては計画経済が大きな比重を占めており,重 要物資の供給は国有企業

をメインチャネルとして行われた。また相対価格の調整 も終わっておらず,.イ

ンフレによる経済的混乱を抑制するためにも国有流通企業が必要 とされていた。

さらに1980年 代の後半においても,財 政請.負制のもとで地域産業の育成をはか

る地方政府は,生 産.企業の健全化のために不良在庫を買い取 らせるなど.円 滑

な生一睡を維持するためのパファーとして国有流通企業を利用 したのである。と

同時に,地 域の生産企業を保護するために,他 地域からの財の流入を阻止する

「地区封鎖」を試み,そ の実施にあたっても国有流通企業を利用 した。

実際,経 営請負制が導入されていたにもかかわらず,国 有流通企業の活動は

さまざまな点で地方政府によって規制されていた。一例 と.して,1990.年 の上海

における毛糸の値崩れがある。このとき,生 産企業は1キ ロ42元に価格を引 ぎ

下げたが,国 有卸は政府が設定 したマージン率を遵守して60元 の価格を設定 し

ていた'1)。また89年 からの3年 間,中 央政府は加熱 した経済を鎮めるために引

締め政策を実施した。そのために消費が落ち込み,多.く.の製品分野で生産者在

庫が増加 した。地方政府は,こ れらの企業を救済するために2回 にわたって国

有卸に銀行から融資を受けさせ,在 庫を買い上げるように指示した。その結果,

92年末.における上海の国有卸の在庫総額は27億元に増加し,94年 末までの3年

間に在庫処分のために4億 元の損失 と15億元の不良在庫が発生した1㌔

「幽i■i盛 白....

国 有 流 通 企 業 の 不振 とそ れ へ の対 応

民 営 卸 の 参 入 と 「生 産 者 直 販 」 の 増 加 に と も な い13},.1990年 代 の 初 め に は 国

有 卸 の シ ェ ア は 低 下 した 。 さ ら に 「社 会 主 義 市 場 経 済 」 の 方 針 が 確 立 さ れ,計

画 の 比 重 が 一 層 低 下 す る と,国 有 流 通 企 業 は 経 営 不 振 に 陥 り,96年 の 時 点 で は

11)万[19921109ペ ージを参照 のこと。

12)黄[1996]に よれば,不 良在庫の買い取 りのため,1992年 末 の北京,天 津お よび上海の 日用工

業製 品卸 の在庫総額 は40億 元 と正常在庫 の4倍 になっている。

13>大 型生産企業 の余剰人員問題への対策 として,1980年,企 業が販売公司 を設立 し,自 社 製品を

卸を介さず に小売業者 に直接販売する ことが認 められ た。このような生産者直販が1980年 代後半

に,急速 に発展 したた め,国 有卸の取扱量 が減少 したのである。
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40%を 超 え る国有 流 通企 業 の経 常 利 益 が マ イ ナ.スとな って い た 。 この こ との原

因 の1つ が,政 府 の指 示 に よ る商 品 の 買 い付 けで あ る こ とは,買 い付 けた 商 品

の 多 くが不 良在 庫 とな っ て い る こ とか ら も明 らか で あ る。

も う.1つ の理 由 は 余剰 人 員 の問題 で あ り,1994年 の 国有 流 通 企 業 の従 業 員 数

は940万 入 程 度 で,計 画 の 比 重 が 低..ドす る中 で.前年 よ り70万 人程 度 も増 加 して

い る。 医療 保 険 や 年 金 な どの 社 会保 険 が整 備 され て い ない 中国 で は,国 有 企 業

が この種 の サ ー ビス を提 供 して お り,従 業.員が 国有 企 業 か ら民 営 企 業 に 転 職 す

る場 合,サ ー ビスの 受 給 条件 は著 しく悪 化 す る。 そ のた め 国 有 企 業 の 従 業 員 は,

た とえ民 営 企 業 の方 が 賃 金 が高 くて も,な か なか 転 職 しない こ とに な る。 ま た,

従 業 員 の解 雇 は社 会 的 混乱 を招 くが ゆ え に,(地 方)政 府 の 同意 を得 られ ない 。

そ の結 果,余 剰 人員 問題 が深 刻 化 した ので あ る。

この よ うな国 有 卸 を救 済す るた め に,政 府 は一 連 の 施 策 を行 った 。 ま ず 第1

に,減 少 した 国 有 卸 の取 扱 額 を増 や す た め に,生 産 企 業 に た い して 国有 卸 と販

売 代 理 関 係 を結ぶ よ うに指 示 し,長 期 的 な取 引 関 係 を 確 立 す る こ とに よ っ て,

取 引 量 の増 加 と取 引 費用 の削 減 を試 み た1㌔ また 余 剰 人 員 問 題 に対 処 す る た め

に,国 有 流通 企 業 が商 品 の生 産 ・加 工 に従 事 す る とい う 「商辮 工 業 」 を認 め,

これ を促 進 す るた め1994年 に は商 辮 工 業 にた い して 減 税 を行 っ た。 と同時 に,

物 資 の流 通 か ら民 営 業 者 を排 除 す る な ど,国 有 卸 を保 護 す る措 置 を とつ だ5,。

以 上 み て きた よ うに.政 府 は余 剰 人員 の 配 置先 と して,ま た 円滑 な生 産 の た

め の バ ッフ ァー と して国 有 卸 を必 要 と した た め,そ の民 営 化 は必 ず.しも徹 底 さ

れ な か った。 さ らに,業 績 が 悪 化 した 国 有卸 に た い して さ ま ざ ま な救 済 策 が 講

じ られ た が,必 ず し も効 果 が 上 が って い る と.は言 い難 い のが 実 状 で あ る。

14)こ の1例 と して,1990年 年代 初 頭 の 「上 菱 冷 蔵 庫 」 が あ る。 こ の点 に つ い て は 万[1992]108

ぺ ・一ジを参 照 の こ と。.

15)万[1992ユ94ペ ー ジお よ び 凋 ・小 山1199612〔}6ペ ー ジ を参 照 の こ と。
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2民 営企業の育成

市場が健全に機能するには,多 数の独立 した経済主体の存在が前提 となる。

しか しながら,国 有企業改革が徹底されず,経 営不振に陥った国有企業にたい

する救済策が民営企業の活動を制約 したため,健 全な民営業者の育成に必ずし

も成功 していないというのが実状である。第3表 と第4表 は,1994年 時点での

小売企業 と卸の規模分布を所有制別に示 したものである。第3表 から明らかな

ように,大 型小売企業326社 の過半数は国有企業で,私 営企業はわずか1社 の

第3表1994年 における所有制別小売企業の規模分布

合.言1' 国 有 集 体 私 営 職営 ・株式

大 型

中 型

小.中型

小 型

326

690

3,446

214,619

170

445

11,700

18,162

55

180

11,290

32,937

1

0

86

1,545

91

53

277

396

注1〕 企業 数で,店 舗の数ではない。.

2)小 売企 業規模標塑

大型店舗 の売 ヒ額 は1憶2000万 元以上

中型店舗の売..ヒ額414500-1億2DOO万 元

小中型店舗の売.ヒ額4MW-200万 元

デー タ出所.:「中国市場統計年鑑1995』87ペ ー ジおよび96ペ ージ。

第4表1994年 における所有制別卸売企業 の規模分布

固 有 集 体 私 営 職営 ・株式合 計

(個) 数 割合 数. 割合 数 割合 数 割合

大型

中型

.... 880

4,475

770

3,505

87.5

8.3

66

839

7.5

18.7

0

4

0.0

0.1

39

116

4.4

2.6

合計 51335 4,275 80.1 905 17.0

「

4 0.1 155 2.9

注D卸 売企業規模標準

大型卸売企業の売 上額は2億5000万 元以上.中 型卸売企 業の売.ヒ額 は5000-2億5000万 兀。

2)合 計 には外資企業や個体企業 も含 まれてい る,大 型企業は2社,中 型企業 は5社 であ

る。

デー タ出所:『 中国市場統計年鑑1995」85ペ ー ジ。
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みである。この傾向は中型企業でも同様であり,690社 の約2/3は 国有企業で,

私営企業は!社 もない。また第4表 によれば,5355社 の大型卸のうち民営は4

社 しかな く,.健全な民営流通業者が十分に育成されて.いるとは言い難い。

なぜ健全な民営業者が育たないのか?1993年 に行われた私営生産企業の生

産停止 の原因についての調査によれば,政 府の政策が原因 となっているのが

2⑪%,資 金不足のたあに生産停止に追い込まれた企業の割合が40%で あった1%

この調査は流通業者を対象としたものではないが,民 営流通業者の状況をある

程度推測することはできよう。実際,民 営業者の存続は政府の政策に大きく左

右される。88年 に全面的な価格改革が試みられた際,行 政機関が設立した 「行

政公司」などの投機的行動によってインフ.レが発生 した。加熱 した経済を冷や

すために,89年,政 府は 「市場整頓」を行 ったが,こ のとき取 り締まりの対象

となったのは行政公司ではな く,個 体 ・私営などの民営業者であった。第5表

は,こ の時期の小売店舗数および従業員数の変化を所有制別に表 しているが,

国有小売企業の店舗数や従業員数は増加しているのにたいして,個 体 ・私営な

どの民営小売業者の店舗数および従業員数が減少 していることが読み取れる。

このように,政 府の民営業者育成政策が必ずしも一貫 してい.ないため,多 くの

民営流通業者は長期にわたる継続的な営業を期待できず,店 舗の拡大や支店の

増設などの投資を積極的に行っていないというのが実状である。

第5表 市場 整頓期 における経済主体別店舗の変化

国 有 集 体 合 営 個 体
年

店舗 従業員 店舗 従業員 店舗 従業員 店舗 従業員

1988

89

26.1

26.7

342.3

351.7

131.2

125.1

711.7

684.6

0.3

0.2

4.4

3.4

770.5

689.2

1106.2

993.3

増減 0.6 9.4 一6
,1 一27.1 一〇 .1 一1.0

一81
.3

一--2
.9

注;店 舗 数の単位 は万店で あ り,従 業員数 の単位 は万人であ る。

デ・一夕出所;「 中国統計年鑑1993」590ペ ージ よ り算出 した』

16)川 井[1998]116ペ ー ジ を 参照 の こ と。.
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また,長 期的な営業の見通しが立たないことは,融 資を受ける際にも不利に

働 こう。中国では,国 有銀行g主 要な融資の対象は国有企業であ り,信 用の低

い個人企業や私営企業に対する貸付は極めて少ない。地方分権のもとでは銀行

の貸出もまた地方政府にコン トロールされており,国 有企業であれば,た とえ

業績が悪 くても政府の指示さえあれば融資を受けることができた。実際,1989

年の時点で,中 国工商銀行の貸出総額に占める国有企業にたいする貸出額 は

90%を 超えているのにたい して,民 営業者へめ貸出はわずか8%程 度を占める

に過ぎない1η。また,農 村信用合作社は主に集団所有制企業(郷 鎮企業)に 貸

付を行 っており,都 市の信用組合でも民営企業への貸出割合は4.5%を 占める

に過 ぎない。そのため,民 営業者 は銭会や銭荘などの私営金融機関か ら借 り

入れを行っていたが,.そ の多 くは短期的なも.ので,金 利 も30%程 度 と国有銀

行(7%前 後)と 比べて高 くなっている。 このよう、な高い金利が民営業者の

(店舗増築)投 資を妨げたがゆえに,大 型の民営流通業者が育たなかったので

ある。

民営流通業者の発展 を妨げる他の要因として,ま ず第1に,国 有企業の問で

の固定的な取引関係がある。1993年 までに多 くの商品流通が自由化され,家 電

製品 ・五交化工商品 ・衣類 ・服装などは実質的にも自由に販売で きるように.

なったが,こ れらを除 く商品は以前 と同じように国有卸を中心 としたネ ット

ワークの中で流通 していた。第6表 は,国 有および供鉗合作社に所属する卸の

販売額に占める民営業者への販売額の割合であ り,こ の表から,.1980年 代の後

.半において,国 有卸の民営業者への販売は3割 以下であ.り,供 錆合作社から民

営業者への販売 も2割 以下であることが読みとれる。また,91年 の時点での国

有卸の民営業者からの買付率は5%程 度で しがなかった圖。このような国有卸

の固定的な取引関係は,民 営業者の活動範囲を制限 した。

第2に,倉 庫業者や輸送業者をはじめ.とする物流業者の不足がある。旧体制

17)林 ・察 ・李[19971106ペ ー ジお よび 胡[】994138ペ ー ジ を参 照 の こ と。

18)胡[⊥994]36ペ ー ジ を 参.照 の こ とり
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第6表 国有 ・供錆 合作社 の卸売企業か ら民営業者への出荷 シュア

商 業 部 所 属 供錆合作社所属
年

集体商業へ 個体商業へ 集体商業へ 個体商業へ

一... 1987

88

89

90

18.8

18.7

17.7

15.9

7.8

7.5

7.5

13.1

7.5

8.4

7.8

7.8

9.8

9.6

8.8

呂.4

注:卸 売総額にたいす る出荷額 のゴ分比。集体 商業 は供錆合作社 を含ま な.い。

データ出所:胡 欣欣(セ 編〕[1994ユ36べ ・一ジ。

下では,各 々の大型国有企業は貯蔵 ・運送 ・加工に従事する付属企業を持ち,

物流業務を企業内部で行っていた。改革以降 も,多 くの付属企業は国有企業の

内部に残 り,民 営業者の利用は制限されている。確かに,物 流に従事する私営

および個人企業は存在するが,い ずれ も規模が小さく,規 模の経済性を発揮 し

ているとは言い難い。このように,民 営業者が利用できる効率の良い物流業者

が育成されていないことが,彼 らの発展を妨げたのである。

V地 方主義とその問題点

改革当初の中国では計画の比重が大きく,重 要な物資は必ず しも市場で取引

されてはいなかった。また,市 場で活動するためのノウハウを持つ経済主体が

育成されていなかったため,独 立した意思決定主体の活動の場 としての市場は

必ず しも機能 してはいなかった。この状況では,中 央政府から多 くの権限を委

譲された地方政府が主たる意思決定主体であ り,そ の意味で,分 権化改革は

「地方集権化」を導いたのである。 この節では,地 方集権体制の問題点につい

て検討する。

1地 方集権化

1980年 代 に お い て は企 業 の 自主 権 は 名 ば か りで,実 質的 に は地 方 政 府 に よ っ

て コ ン トロー ル され て いた 。 そ の た め,物 資 不 足 の た め に市 場 を通 じた調 達 が
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困難 な場 合,地 方 政府 が行 政権 力 を用 い て当 該 物 資 を入 手 した。 この こ とは,

第m節 で 論 じた 国 務 院 の1993年 の ア ンケ ー ト調 査 の 結 果 か ら も明 らか で あ る。

こ の現 象 は私 営 企 業 に も見 られ,1992年 に行 わ れ た 「私有 企 業 の調 査 」 で も,

生 産 原料 の 主 要 な 仕.入方 法 につ い て の 回 答 は,「 市 場 で購 入 す る」 と答 え た企

業 の 割 合 は 母3.4%で あ り,「 計 画 に よ る」 が1,8%,「 人 的 関係 の 利 用 」 と した

もの が17.3%,「 賄 賂 を使 う」 と答 え た企 業 が17.5%で あ った 。.また94年 の2

回 目 の調 査 で も,「 市 場 で 購 入 す る」 と答 え た 企 業 の 割合 は39.4%で,「 計 画 に

よ る 」 が2.1%,「 人 的 関 係 の利 用 」 が26.8%,「 そ の他 」 が31.7%を 占め て い

た1帥。 これ らの 調 査 か ら も,コ ネや 行 政 に よ る調 達 が 頻 繁 に行 わ れ て い る こ ζ

が読 み とれ.る。 ま た,こ の 期 間 に市 場 を通 じた購 入が 大 き く減 少 して い るの は,

行 政 の介 入 の 多 くな った 結 果 と推測 さ れ る。 そ の意 味 で,要 素 市 場 は必 ず し も

健 全 に は機 能 して い なか った よ う に思 わ れ る。

企 業 の経 営 自主 権 が 確 立 され て い な い状 況 で,中 央 政 府 か ら多.くの権 限 を委

譲 さ れ た 地 方 政府 は,地 域 ρ経 済発 展 の た め に個 々 の企 業 の経 営 に も積極 的 に

介 入 した 。社 会 主義 的市 場 経 済 の方 針 が確 立 さ れ た後 で も,地 方 政 府 は あ る場

合 に は 中 央 政 府 の代 理 と して,ま た あ る場 合 には株 式 の所 有 者 と して,企 業 の

意 思 決 定 に さ ま ざ ま な形 で 関.与して い る鋤。

2地 方の利益と部門利益の対立

集権的計画経済体制のもとでは,地 方の利益よりも中央の主管生産部門の利

益が優先されてお り,そ の意味では地方の利益と部門利.益の対立はなか った。

分権改革によ6て 中央直属企業の管理権が地方政府に委譲されたため,部 門管

理 と地方政府による管理が併存することになり,地 方政府の権限が相対的に強

化された。

財政請負制の もとでの財政収入を確保するために,地 方政府は収益が大 きい

19}川 井[1998]158ペ ー ジ を参 照 の こ と。

20)こ の事 例 につ い て は.呉 ・張[1994]お よ び加 藤[1997]108ペ ー ジ を参 照 の こ と。
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産業や企業を優先的に育成 しようと務める。他方,主 管部門は,効 率性の観点

から,全 国的な企業の配置を図ろうとする。そのため,部 門と地方政府の利益

が対立したのである。一例を挙げれば,冷 蔵庫を生産す る拠点の選択に際 し,

軽工業部は規模の経済を考慮 しつつ,全 国で3⑪の企業を選んだ。他方,各 々の

地方政府は,自 らが管理する地域の企業に収益性の高い洗濯機を生産させたい

ために,軽.r業 部にさまざまな圧力をかけた。その結果,軽 工業部は地方政府

の要求を考慮 して,「.各省および直轄市に少なくとも1つ の生産拠点を配置す

る」 という基準を採択 し,44の 企業を生産拠点として選んだので.ある閉㌔ その

ため,軽 工業部の 「規模の経済性の実現」 というR標 は達成されなかった。こ

の傾向は耐久消費財を中心とする多 くの製品分野で も同様で,各 地域 に小規模

な企業が多数存在することとなった。実際,洗 濯機を製造する企業は,中 国の

30の省および直轄市のうち,24の 省 と直轄市に147社 あるが,そ の中で年間生

産量が20万台にを超える.企業はわずか14社 である、また,カ ラーテレビの生産

企業は58社 あるが,そ の多 くは規模の経済性を達成していないし,自 動車につ

いて も21の省 と直轄市に100#f余 りの企業があるが,1985年 の総生産量 はわず

か37万 台で,95年 で も150万台程度で しかない靴

3緩 やかな予算制約

分 権 改 革 に よ って地 方政 府 が 地 域 経 済 の 管 理 権 を掌握 した後 に お い て,国 有

.企 業 の経 営 状 態 は 必 ず し も改 善 さ れ て は い な い。Lardy[1997]に よ れ ば,

198年 の時 点 で経 営 赤 字 に陥 っ た 国有 企 業 の 割 合 は9.8錫 で あ った が,95年 に

は44%に 増 加 して い る し,劉 ・王 ・李[1998]に よれ ば,96年 の 時 点 で の 国有

経 済 の工 業 生 産 額 は 総 生 産 額 の30%程 度 に まで 低 下 して い る。 また 第7表 は,

(独立 採 算 制 を採 る)国 有 生 産企 業 の 主 要 財 務 指 標 で あ る。 この 表 よ り,93年

21}江[1999]50-51ペ ー ジ を参 照 の こ と。.

22)こ の よ うな 地 方 政 府 と部 門 の対 立 につ い て は,呉 ・張[1994].江[1999]や 李[1997]を 参

照 の こと。



22(194) 第168巻 第3号

第7表 国有経 済独立採算工業企業 の主要財務指標(鮒

年 資金利潤率 資金利税率 生産額利税率

ユ978 ユ5.5 24.2 24.9

79 ユ6.1 24.8 24.5

80 16.0 24.8 24.1

81 15.〔} 23.8 23.9

82 14.4 23.4 23.5

83 14.4 23.2 22.8

84 14.9 24.2 22.8

85 13.2 23.8 21.8

86 10.6 20.7 19.9

87 10.6 20.3 18.9

88 10.4 20.6 17.8

89 7.2 17.2 14.9

90 3.2 12.4 ド. 12.0

91 2.9 U.8 11.6

92 2.7 9.7 11.4

93 3.2 9.7 11.1

デ ー タ出 所=『 中国 工 業 経 済統 計 年 鑑1994157ペ ー ジ.

の 資 金 利 潤 率,資 金 利 税 率 お よ び 生 産 額 利 税 率 は そ れ ぞ れ3.2%,9,7%,

11,1%で あ り,ユ978年 の15.5%,24.2%,24.9%よ り低 下 して い る こ とが 読 み

とれ る。 さ ら に,95年 に行 わ れ た 製 造 業 に 関す る調 査 に よれ ば,900余 種 類 の

工業 生産 物 の生 産 可 能 率(生 産 要 素 の投 入量 の も とで 技 術 的 に生 産 可 能 の産 出

量 を分 母 と し,実 際 の 生 産 量 を 分 子 とす る)は13.3%一62%と 低 くな っ て い

る鯛。 この よ うな 国有 企 業 の低 迷 の背 景 に は,規 模 の経 済性 が 達 成 され て い な

い こ と と も に,「 緩 や か な予 算 制 約(SoftBudgetConstraints)」 に と もな う誘

因提 供 上 の問 題 が あ る と思 わ れ る。 実 際,生 産 企 業 は地 方 政 府 に よ って保 護 さ

れ て お り,損 失 が 生 じた と して も(事 後 的 に)補 填 して も ら え るた め,政 府 の

23)Lardy[197]に よれ ば,製 品 別 の 生 産 可 能 率 は,カ メ ラ用 フ ィル ム=133%,エ ア コ ン:鋤一

〇 覧.壁 画 撮 影 用 フ ィル ム:器,5%,電 話機=51,4%.カ ラ ー テ レビ:46.1%,機 械:40%以 ド,

1・ラ ク ター=60.6%,銅 の 製 造 ど加 工:50%.成 形 鋼 材162%,化 学.1二築 島:50-60%で あ った 。
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事後的な救済を予想する企業にとって(事 前に)努 力を提供 しようとする誘因

が乏 しく,彼 らの努力水準が向上 しなかったのである㌦.髄

このことは流通企業ヒおいても同様で,財 政請負制のもとで地方政府は,地

域の産業を振興しなければ税収を確保できなかった。そのため地方政府は,生

産者の不良在庫の買い付 けなど,円 滑な生産を維持するためのバ ッファーとし

て国有卸を利用 したのである。 このことは逆に,国 有卸の政府への依存性を

高め,誘 因提供上,好 ましくない効果を持つ。実.際,政 府の指示にもとづい

て商品を買い付 ける場合のみならず,国 有卸が自らの判断で買い付けた商品

が不良在庫 となり損失.を被った場合で も,政 府はそれを補填するために追加

的な資金援助 を行った。 このことが国有卸の努力提供への誘因を低 ドさせた

のである。

4物 資の引き留め

地方政府の企業にたいする.支援の.1つ は生産資源の調達であ り,双 軌制のも

とでの安価な公定価格で物資を企業に配給 した。各々の地方政府が積極的に産

業を育成すれば,生 産資源にたいする需要が増加 し,市 場価格よりも低めに設

定された公定価格の もとで物資の不足が顕在化する。その結果,地 域の産業育

成に努める地方政府の間で生産資源の争奪戦が発生 し,198051=代 の後半からは,

西部地域の省政府による羊毛,蚕,綿 花や鉱物などの引き留めが多発 した。

この種の物資の引 き留めは,.東部優先の経済発展戦略を推進する中央政府に

たいする中西部の地方(省)政 府の抵抗でもあった。改革当初は,相 対価格の

調整 も行われておらず,石 炭や鉄鉱石など中西部地域の.主要生産物には安い価

格が,東 部地域の加工業製品には高い価格が設定されていた。これにたいして

西部地域では,必 ずしも収益性の高 くない重工業を中心に,多 くの国有企業が

過剰な労働者を抱えてお り,こ れ らの企栗にたいする援助が地方の財政を圧迫

していた。この状況で地方政府は,収 益の増大 と雇用状況の改善のために,収

24>こ の問題については,Ko血ai[19851およびQi6n[1990]を参照のこと。
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益 性 の 高 い加 工 業 へ の投 資 を増 や した の で あ る。 そ の た め,東 部 地 域 の加 工 業

分 野 で は,原 料 不 足 の ため に多 くの企 業 で 生産 が 縮 小 され,極 端 な場 合 には 生

産停 止 に 陥 った25}。1989年 の時 点 で,国 家 予 算 内 の 国有 企 業 に お け る遊 休 設備

は258億 元 に達 し,国 有 企 業 全 体 でU1000億 元 を超 え,赤 字 国 有 企 業 の 欠損 額

は.1978年 の40億 元 か ら92年 に は350億 元 へ と増 大 した 。 も ち ろ ん,遊 休 設 備

の発 生 は,需 要 の低 迷 や 経 営 上 の誤 った 意 思 決 定 に 帰 せ られ る部 分 もあ ろ うが ,

この 時期 の設 備 の遊 休 化 は物 資 の 引 き留 め が 主 た る原 因 で あ る と思 わ れ る。

5地 区封鎖'

地 方 政 府 は,地 域 内 の 生 産企 業 を保 護 す る た め に,競 争 力 のあ る地 域 外 の企

業 の 製 品(外 地 商 品)の 進 入 を 阻 止 し よ う と試 み た 。 こ の よ う な地 区 封 鎖 は

1980年 代 末 か らみ られ た が,1990年 代.に入 る と多 発 して い る。封 鎖 の対 象 とな

る財 は 地 方 に よ って異 な るが,テ レビ,冷 蔵庫,煙 草,酒 ,紡 績 品や セ メ ン ト

を 中心 に,多 い とこ ろで は100種 類 以.ヒの 商 品 が 封 鎖 の 対 象 とな って い た 。

地 区封 鎖 の手 段 に は,さ ま ざ まな もの が あ る 。 まず 第1に,地 域 内 にお け る

外 地 商 品 に対 す る差 別価 格 が あ る。1998年 の西 安 市 で は,タ ク シ ーの 初 乗 り運

賃 は市 の物 価 管 理 部 門 に よ って 決 め.られ て お り,市 当 局 は同 じ大 き さの車 に た

い して,西 安 製 の タ ク シー につ い て は初 乗 り料 金 を6元 に,外 地製 の タ ク シー

につ い て は7元 に設 定 した。 そ のた め,市 民 は 運 賃 の安 い西 安 製 の タ ク シー を

利 用 す る こ とに な り,外 地 製 の 車 の タ ク シー へ の進 出 を 阻止 した ので あ る。 第

2に,自 らの管 理 下 にあ る流通 業者 の経 営 活 動 に直 接 干 渉 す る こ と もあ った 。

地 方 政 府 は,一 方 で は,地 域 内 の製 造 業 を保 護 す るた め に,流 通 業 者 に 国有 銀

行 か ら融 資 を受 けさせ,地 域 内 の企 業 の 製 品 を買 い 付 け る よ うに 指 示 して い る。

ま た 他 方 で は,銀 行 に 指 示 を 出 し,国 有 流 通 業 者 の 代 金 支 払 い 先 を 厳 し く

25〕 工987一路年,経 済の過熱化 によって原材料 やエ ネルギー不足が生 じた際,.四 川省 政府は,鋼 材
に国家指定価格 よ りも高い 「地方臨時価格」.を設 けて,東 部地域への流出 を阻止 した.こ の点に
つい ては,{」.原[1991]229ペ ー ジを参照の こと.
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チェックし,他 地域への支払いを制限 している凋。第3に,地 域外の流通業者

にたいする差別的な取 り扱いがある。聞年腿降,小 売店舗のチェーン化が行わ

れているが,レ ス トランなどの飲食店を除けば,チ ェーンの店舗数は5店 舗程

度で しかない。 このことの背景には,市 町村 レベルの行政当局が外部のチェー

ぞ業者の出店をなかなか認可 しないという事情があり,地 域を跨るチェーンは

ほとんどない。実際,地 域外の流通企業の開店申請に対する審査手続は複雑で

時間もかかる。その上,環 境 ・交通混雑にたいする悪影響などを口実に出店を

許ロ∫しないことも往々に してあった.。

同様に,外 地商品の品質検査にも時間がかかるし手数料も高い。1999年 に,

江蘇省の 「宿迂批肇市場」 という卸売市場では外地製のビールの販売が禁止さ

れた。地域内の小売業者が外地製ビールを販売する場合には,多 額の品質検査

料を支払った上で,.合 格すれば1本 につ き0,2元 の印紙購入を要求され,不 合

格の場合には没収されることになった2%逆 に,地 域内で製造されているビー

ルについては,こ のような検査や印紙購入は必ず しも義務づけられてはいな

かった。

このような地区封鎖は,地 域の企業の利潤 〔および地方政府の税収〉や地域

住民の経済厚生にいかなる影響を及ぼすか?い ま,第2図 に示されるように,

地方市場における財の需要曲.線をP,地 域内の企業の供給 曲線を51,外 地企

業 を含む全企業の供給曲線を 品 とする。地区封鎖が行われない場合には,均

衡は 燭 で決定され,価 格 瑞 のもとで(地 域内の企業の盈産物40を.含 む)

40の 財が取引される。それゆえ,地 域内の企業の利潤(生 産者余剰)は 三角形

島島'51,消 費者余剰は三角形D島 島 の.面積で表される(経 済厚生は両者の合

計である)。 この状況で。地区封鎖が行われたとしよう。この時には,均 衡は

26)船 元 を超 える支払 いは小 切手 でな され てお り,地 方政府 はこれ らの小切手 を検 査す ることに

よって,地 域外の業者への支払 いを把握す ることがで きた.

2の1回 の品質検査で680元 の検査費が徴収 され る。 しか し,検 査費が徴収 され るだ けで,検 査が

行われない こともある。さらに品質検査 を行わず に,不 合格 とい う理由で外 地の ビ・一ルを没収す

ることもある。
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第2図 地区封鎖 の経済的効果
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E1と なり,価 格 君 のもとで地域内の企業の生産物4iの みが取 り引きされる。

それゆえ,地 域内の企業の利潤(生 産者余剰)は 三角形 君El筑,消 費者余剰

は三角形DE、 君 の面積で表される。すなわち,地 区封鎖によって地域内の企

業の利潤が増加 し,地 方政府は(税 率を一定 とすれば)多 くの税収を確保する

ことが可能 となるが,消 費者余剰が大幅に減少するため,経 済厚生は低下する

ことになる。

VI結 び

流通の分野では,市 場の導入と平行 して地方分権改革と企業改革が行われた。

地方分権改革によって,地 方政府は地域住民に.対するサrビ ス提供のみならず,

社会主義原則のもとで雇用の確保にも責任を持つことになった。財政請負制の

もとでは,そ のための資金は地域の企業か らの税収に依存する。それゆえ地方

政府は,産 業 インフラの整備とともに,企 業の育成に努めたのである。..・方,

改革当初の中国には,市 場で活動す るためのノウハウを持つ経済主体としての

経営者が育成されておらず,経 営自主権も実質的には確立されてはいなかった。

そのため,多 くの権限を委譲された地方政府が,双 軌制のもとでの物資の調達
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など,企 業の経営にも介入することにな り,地 方集権化が生 じたρである。

地方政府の積極的な産業育成は地域経済の発展をもたらしたが,政 府の介入

は企業経営者の誘因を低めた。この傾向は(国 有)流 通企業においてとくに顕

著である。実際,地 域の経済発展を重視する地方政府は,生 産企業の健全化の

ために,不 良在庫の買い付けなど,国 有卸をバッファーとして用いたのである。

余剰人員を受け入れた..ヒで;こ のような買い付けを行 う国有卸は,経 営..ヒの赤

字が生 じても税金の減免や損失補填を受けることができた。この種の事後的な

救済が,国 有卸の努力水準を低下させたのである。

この点について,World.Bankの 国有企業改革についての報告書(World

Bank,BureaucratsinBusiness[1995]〉 では,今 後の課題 として市場 メカニズ

ムの導入,企 業の参人制限の緩和,大 型企業に対する干渉の廃止を挙げ,「競

争圧力のもとで,企 業の予算制約を強化することは,効 率を高める前提条件で

ある」 と述べている。.とはいえ,こ れらの課題に対処 して経済改革を進めるこ

とは,「社会.主義公有制」の もとでの 「共産党の指導」 と.いう社会主義市場経

済体制の根幹に抵触す る可能性がある。まず第1に,「 社会主義的公有制」の

もとでは生産手段の私有は例外的にしか認められておらず,こ のことが企業の

自主権の確立を妨げているようにも思われる。というのは,多 くの個人資産を

持たない請負責任者は,経 営 リスクを負担することがで きず,そ の結果,行 政

への依存体質が改善されないからである。また,共 産党 という政治 ・行政機関

の指導を受けるとい うことは,傘 業の自主権め確立 と必ずしも整合的であるわ

けではな く,国 有企業の.改革にまつわる問題の多くは政府 と企業の問の権利 ・

責任関係が明確でない ことに原因がある。この点については 「行政と企業の分

離」を日的とする現代企業制度の確立が試みられているが,株 式会社制の導入

によって,大 株主である政府の企業にたいする介入がかえって正当化されてい

るという感が否めない。

このような行政(共 産党)に よる裁量的な政策や指導はまた,企 業経営者が

長期的な展望を持つことを困難 にしている。このことが流通業者による評判
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(信用)の 確立を妨げ,彼 らの一部は短期的な利益のために 「不正直な取引」

を行うことになる。そのため,偽 ブランドの横行などの市場の混乱を生 じてい

るのである。このような品質情輯の不完全性は,市 場を介 して取引することの

費用を高め,..経済主体の活動の場 と.しての市場の機能を低.卜.させている。「繰

り返 しゲーム」の理論が示唆するように,流 通業者が評判を確立するには,彼

らが長期的な展望(営 業権)を 持つことが必要であ り,そ のためには行政によ

る裁量的な指導を排除する必要があろう。

また,政 府 による融資指導は貸付資金市場の健全な発展を妨げ,資 金配分上

の歪みを生じさせている。 この点については,金 融機関の自主権の確立が必要

となろう。と同時に,養 老年金や失業保険など社会保険制度を整備することに

よって労働市場を活性化する必要もある。確かに,さ まざまな改革:の結果,生

産物市場 は健全に機能するようになってはいるが,市 場経済体制の発展のため

には,.労働市場や資金市場などの生産要素.市場の確立 も不可欠である。そ して,

これらの改革を実施する際には,「共産党の指導」 と 「公有制」 という社会主

義原則自体の変更をも考慮する必要があると思われるへ
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